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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成３０年 ９月２５日開催分） 
 
平成３０年１０月１２日（金）公表 
 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成３０年 ９月２５日（火） 午前９時００分～９時２５分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、 
児野専務理事・技師長、松原理事、荒木理事、黄木理事、菅理事、 
中田理事、鈴木理事、松坂理事、今井特別主幹 
高橋監査委員 

 
＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 
 
＜議        事＞ 
 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 
 
付議事項 
 
１ 審議事項 
（１）第１３１４回経営委員会付議事項について 
（２）日本放送協会企業型年金規約の一部改正について 

（３）ＩＴ統制委員会規程の改正について 

（４）中央放送番組審議会委員の委嘱について 

 
２ 報告事項 
（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 



 
2 

（２）予算の執行状況（平成３０年８月末） 

（３）契約・収納活動の状況（平成３０年８月末） 

（４）多数一括割引の割引額の変更について 
 
議事経過 
 
１ 審議事項 
（１）第１３１４回経営委員会付議事項について 
（経営企画局） 

本日開催される第１３１４回経営委員会に付議する事項について、審

議をお願いします。 

付議事項は、議決事項として「中央放送番組審議会委員の委嘱につい

て」、報告事項として「予算の執行状況（平成３０年８月末）」、「契約･収

納活動の状況（平成３０年８月末）」、「テレビ放送の同時配信の試験的な

提供（試験的提供Ａ）の試験結果について」、および「地方放送番組審議

会委員の委嘱について」です。 

 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 
 
（２）日本放送協会企業型年金規約の一部改正について 
（人事局） 
「日本放送協会企業型年金規約」の一部改正について審議をお願いし

ます。 
平成２２年度から協会が導入した確定拠出年金制度について、各関連

団体に加入を呼びかけ、株式会社ＮＨＫプラネットが１２月１日からの

加入を表明したので、「日本放送協会企業型年金規約」の一部改正を実

施します。 
 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 
 
（３）ＩＴ統制委員会規程の改正について 
（情報システム局） 
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「ＩＴ統制委員会規程」の改正について、審議をお願いします。 

ＩＴ利活用の進展やセキュリティー対策の拡充に的確に対応していく

ため、ＩＴ統制委員会をＩＴマネジメント委員会に改称し、委員会規程

の職務内容や対象範囲などを改正します。 

改正の主なポイントは、委員会で扱う範囲に、放送制御系システム等

のＯＴ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を含めるな

ど、セキュリティー対策の拡充に対応できるようにすること、委員会の

職務について各部局の権限事項などと重複する部分の整理・見直しを行

うことなどです。また、ＩＴ統制委員会の名称が記載された「情報シス

テムの開発プロジェクトに関する運営規程」についてもあわせて改正し

ます。 

なお、ＩＴ統制委員会からＩＴマネジメント委員会に名称を変えても、

委員会の位置づけに変更はありません。 

本件が決定されれば、平成３０年９月２５日付で施行します。 

 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 
 
 
（４）中央放送番組審議会委員の委嘱について 
（木田専務理事） 
中央放送番組審議会委員の委嘱について、審議をお願いします。 

平成３０年１０月１日付で、栗原友氏（料理家）を新規委嘱、出口治

明氏（ライフネット生命保険株式会社創業者／立命館アジア太平洋大学

学長）を再委嘱したいと思います。 

なお、永田紗戀氏（書家／花咲く書道 Ｓｔｕｄｉｏ Ｓａｒｅｎ. 

 Ｎａｇａｔａ主宰）は任期満了により、３０年９月３０日付で退任さ

れます。 

本件が了承されれば、本日開催の第１３１４回経営委員会に諮ります。 

 
（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

の経営委員会に諮ります。 
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２ 報告事項 
（１）地方放送番組審議会委員の委嘱について 

（木田専務理事） 

地方放送番組審議会委員の委嘱について、報告します。 

近畿地方で帯野久美子氏（関西経済同友会常任幹事）に、平成３０年

１０月１日付で新規委嘱します。 

また、中部地方の井口昭久氏（愛知淑徳大学健康医療科学部教授）と

德田八十吉氏（德田八十吉陶房代表）、東北地方の津田政克氏（株式会社

七十七銀行常務取締役）、および北海道地方の山下徹也氏（株式会社グロ

ーバル経営センター代表取締役専務）に、同日付で再委嘱します。 

なお、近畿地方の西田賢治氏（大阪商工会議所元常務理事）は３０年

９月３０日付で、任期満了により退任されます。 

本件は、本日開催の第１３１４回経営委員会に報告します。 

 

 

（２）予算の執行状況（平成３０年８月末） 

（経理局） 

平成３０年８月末の予算の執行状況について報告します。 

最初に、一般勘定の事業収支の全体概況を説明します。８月末の標準

進捗率は４１.７％（５か月／１２か月）です。事業収入は３,０４５億

円、進捗率が４２.５％で、財務収入における配当金の受け入れや、受信

料収入や雑収入（前々年度以前受信料の回収等）の進捗等により、全体

としては標準をやや上回る進捗率となりました。事業支出は２,８５９億

円、進捗率が４０.１％で、効率的な事業運営により、全体として標準進

捗率を下回る支出状況となりました。これにより、事業収支差金は１８

６億円の黒字となっています。 

一般勘定の事業収支を前年同月と比較すると、事業収入は受信料の増

収等により６１億円増となりました。事業支出は退職手当・厚生費等が

減となった一方で、国内放送費と契約収納費の増等により１０７億円増

になり、事業収支差金は４６億円減の１８６億円となりました。 

受信料は、受信契約件数の増加により、前年同月に比べ８７億円増加

しました。受信契約件数については、契約総数は年間計画を上回り、衛

星契約数は標準進捗率を上回りました。 
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最後に、放送番組等有料配信業務勘定の状況です。事業収入は８.９億

円で、視聴料収入は標準進捗率を上回ったものの、事業者提供料収入の

減等により、全体として標準進捗率を下回りました。事業支出は８.１億

円で、効率的な業務実施により標準進捗率を下回りました。これにより、

事業収支差金は０.７億円の黒字となっています。 

本件は、本日開催の第１３１４回経営委員会に報告します。 

 

 

（３）契約・収納活動の状況（平成３０年８月末） 

（営業局） 

平成３０年８月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、８月の受信料収納額は５４５.９億円で、前年度同月を１８.０

億円上回りました。年間累計収納額は２,８４３.１億円となり、前年同

時期と比較し、８７.１億円の増収となりました。 

前年度分受信料回収額は３.２億円となり、前年度同月を０.３億円上

回りました。年間累計は４５.９億円となり、前年同時期に比べ１０.０

億円上回っています。前々年度以前分回収額は３.２億円となり、前年度

同月を０.１億円上回りました。年間累計は２３.８億円となり、前年同

時期を１０.１億円上回っています。 

次に、契約総数の増加状況です。取次数は２４.１万件となり、前年度

同月を１.９万件上回りました。減少数は２０.２万件で、前年度同月を

０.１万件下回り、差し引きの増加数は前年度同月を２.０万件上回る３.

９万件となりました。年間累計増加数は、前年同時期を１９.０万件上回

る３９.８万件となりました。なお、８月末の受信契約件数は４,１４５.

７万件となっています。 

衛星契約数増加は、取次数が１５.１万件となり、前年度同月を０.５

万件下回りました。減少数は９.９万件で前年度同月を０.３万件上回り、

差し引きの増加数は前年度同月を０.８万件下回る５.２万件になりまし

た。年間累計増加数は、前年同時期を９.１万件上回る３４.７万件とな

りました。８月末の衛星契約件数は２,１３０.０万件となり、契約数全

体に占める衛星契約の割合は５１.４％となっています。 

本件は、本日開催の第１３１４回経営委員会に報告します。 
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（４）多数一括割引の割引額の変更について 

（営業局） 
多数一括割引の割引額変更の考え方について説明します。 

受信料の負担軽減策の一つである「多数支払いにおける割引」につい

て、２０１９年４月からの実施に向けて、現在準備を進めています。 

「多数支払いにおける割引」は、２契約目以降を半額とする「事業所

割引」と、衛星契約数に応じて割引される「多数一括割引」の併用を可

能とするものです。「ＮＨＫ経営計画（２０１８－２０２０年度）」の策

定時点では、２０１９年度の対象数は１００万件、影響額は３０億円と

していましたが、その後、事業所の契約件数が伸びたため、対象数は１

０７万件、影響額は３１.６億円に増加しています。 

割引併用を行う上での主な課題は次のとおりです。 

まず、「契約まとめ」への対応です。「多数一括割引」の割引額は、ラ

ンクに応じて、１０件以上５０件未満が２００円、５０件以上１００件

未満が２３０円、１００件以上が３００円という額になっています。「多

数一括割引」は、１の受信契約者がまとめて支払うことを要件としてい

ることから、これまで別々に支払っていたものがまとめて支払うことに

なると、割引額が上位のランクに該当することになります。このような

契約の取りまとめについては、事業者に周知のうえ、申し出てもらうこ

とになりますが、最大で約１万件の申請対応が必要になると考えていま

す。 

次に、割引の組み合わせによる膨大な受信料請求パターンへの対応で

す。消費税改定への対応等も必要となる中、請求パターンが複雑化する

ことで、誤請求のリスクが高くなる可能性があることが見えてきました。 

このような課題等を解決するため、「多数一括割引」のランクを廃止し、

割引額を上位の割引額に合わせて、一律３００円にしたいと考えていま

す。これにより、受信契約者にとって分かりやすい簡素な受信料体系と

なり、誤請求リスクの抑止やシステム改修コストの削減が期待できます。 

なお、一律３００円にすることによる年間の影響額は約３.５億円を見

込んでいます。 

こうした考え方については、後日、視聴者からの意見募集を実施し、

「日本放送協会放送受信規約」の変更などの手続きを進めたいと考えて

います。 
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以上で付議事項を終了した。 
 
 
上記のとおり確認した。 
 

平成３０年１０月 ９日 
 

会 長  上 田 良 一  


